
Ａ 障がいのある⼈とない⼈の交流の機会の創出

学校における障がいのある⼈との交流【ゲストティーチャーによる福祉教育】
○障がいのある人を招いた福祉教育に対する謝礼補助事業
［実績］小学校23校 中学校２校 合計25講座 【実施校】潟東小、沼垂小、笹⼝小、⽇和⼭小、中之⼝⻄小、上⼭小、坂井東小、⼤通小、
［内容］盲導犬との暮らしについて 巻北小、横越小、葛塚小、新井田小、茨曽根小、新津第一小、根岸小、新通小、

誘導歩⾏体験、⾞椅⼦バスケ ほか ⻲田⻄小、荻川小、新関小、⽉潟小、庄瀬小、南万代小、⽊崎小、⻲田⻄中、
⽉潟中

○ろう者等を招いた福祉教育に対する謝礼補助事業
［実績］小学校13校 計13講座 【実施校】小合小、⼤淵小、上⼭小、⾦津小、⽉潟小、⻄内野小、茨曽根小、新通小、
[内容] 聴覚障がいについての講話、手話体験 早通南小、⼭潟小、結小、東曽野⽊小、曽野⽊小
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視覚障がい者の生活に関する講話 ろう者への理解を深める授業

○新潟駅南⼝バスターミナルでの展示
［設置枚数］１枚［期間］令和６年７⽉〜令和７年３⽉

○こども創造センター入⼝ガラス面での展示
［設置枚数］４枚［期間］令和６年７⽉〜令和７年３⽉

② ともにＥｎｔｒａｎｃｅ（共生社会に関心のある企業ネットワークの構築）

○企業間ネットワークの加入組織数︓65組織（令和７年１⽉末時点）
○公式ポスター、公式ステッカーの制作及び掲示
［概要］新潟デザイン専門学校の学生が障がい者アートを活用して制作。
［活用方法］ネットワーク加入企業が自社の入⼝や窓などに掲示して活用。

Ｂ 一般企業への周知啓発
① 障がい者アートを活用した共生社会の普及啓発

Ｃ わかりやすい広報
① 共生条例及び⼿話⾔語条例の普及・啓発イベントの実施

○商業施設における周知啓発用ブースの設置、条例認知度調査の実施及び
ミニ手話教室・要約筆記体験会の開催
※市文化政策課主催イベントと同時開催
・イオンモール新潟⻲田インター（令和７年２⽉８⽇〜２⽉15⽇）

こども創造センター

新潟駅南⼝バスターミナル

ともにEntranceネットワーク会員へ配布予定
の公式ポスター(左)と公式ステッカー(右)

②若年層の認知度向上に向けた取組の実施

○⼤学生とのワークショップ等の実施
・新潟⼤学（令和６年11⽉28⽇）
・新潟医療福祉⼤学（令和６年12⽉12⽇）
・新潟⻘陵⼤学（令和６年12⽉19⽇）
・新潟薬科⼤学（令和７年１⽉10⽇）
[実施内容]
・障がいのある当事者と⼤学教授の対談
・共生条例や市の取組事例を踏まえた学生同⼠の意⾒交換


